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【第 9･10 条】 就業規則による労働契約の内容の変更 

条文 

‣就業規則による労働契約の内容の変更 第９条 

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の

内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 

解説 

(１) 趣旨 

‣趣旨 

労働契約関係は一定の期間にわたり継続するという特徴を有しており、その継続する期間において

は、労働契約の内容が変更される場合が少なくありません。 

この労働契約の内容である労働条件の変更については、法第８条の「合意の原則」によることが契約

の一般原則ですが、我が国においては、就業規則によって労働条件を統一的に設定し、労働条件の

変更も就業規則の変更によることが広く行われており、その際、就業規則の変更により自由に労働

条件を変更することができるとの使用者の誤解や、就業規則の変更による労働条件の変更に関す

る個別労働関係紛争もみられるところです。 

このため、法第９条において、法第８条の「合意の原則」を就業規則の変更による労働条件の変更の

場面に当てはめ、使用者は就業規則の変更によって一方的に労働契約の内容である労働条件を労

働者の不利益に変更することはできないことを確認的に規定した上で、法第 １０条において、就業

規則の変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるも

のとされる場合を明らかにしたものです。 

これらの規定により、就業規則の変更によって生じる法的効果を明らかにし法的安定性を高めると

ともに、使用者の合理的な行動を促すことを通じ、労働条件の変更に関する個別労働関係紛争の防

止に資するようにすることとしたものです。 

法第９条及び第１０条は、以下の確立した最高裁判所の判例法理に沿って規定したものであり、判例

法理に変更を加えるものではありません。 

‣就業規則による労働契約の内容の変更 第 10 条 

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周

知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の

就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らし

て合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めると

ころによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変

更されない労働条件として合意していた部分については、第１２条に該当する場合を除き、この限りで

ない。 


